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10
月
13
日
、
14
日
と
前
橋
ま
つ
り
が

盛
大
に
行
わ
れ
る
中
、
水
道
局
の
給
水

タ
ン
ク
車
が
出
動
し
、
お
祭
り
の
参
加

者
や
観
客
に
お
い
し
い
前
橋
の
水
を
振

る
舞
い
ま
し
た
。

　

現
在
、水
道
局
で
は
容
量
２
，０
０
０

㍑
と
４
，０
０
０
㍑
の
給
水
タ
ン
ク
車
を

各
２
台
保
有
し
、
通
常
は
水
道
工
事
に

よ
る
断
水
時
や
災
害
時
の
応
急
給
水
に

使
用
し
て
い
ま
す
が
、
市
民
参
加
の
イ

ベ
ン
ト
等
に
も
広
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も

　
　

給
水
タ
ン
ク
車

前
橋
ま
つ
り
で
の
給
水
活
動
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平成18年度平成18年度年度

汚水をきれいにするための経費とその財源水道水を作るための経費とその財源

※収入が支出に不足する額20.9億円は、現金支出を伴わ
ない減価償却費等で補てんしました。

※収入から支出を差し引くと、0.1億円の純損失（赤字）でした。 ※収入から支出を差し引くと、0.8億円の純損失（赤字）でした。

水道事業収益的収支 下水道事業収益的収支

下水道施設を作るための経費とその財源水道施設を作るための経費とその財源
水道事業資本的収支 下水道事業資本的収支

※収入が支出に不足する額 18.8億円は、現金支出を伴わ
ない減価償却費等で補てんしました。

61.7億円
支出

61.6億円
収入

68.8億円
支出

68.0億円
収入

28.8億円
支出

10.0億円
収入

46.8億円
支出

25.9億円
収入

水道料金
55.9億円

その他の収入
5.7億円

純損失
0.1億円

水道水に
するための費用
5.6億円
群馬県から
買っている
水道水の費用
17.5億円

お客様まで
水を届ける費用
4.2億円

メーターの検針、
料金の徴収、
窓口サービス
などの費用
7.6億円

企業債の
償還利息
7.7億円

減価償却費
など
19.1億円

※消費税抜き ※消費税抜き

※消費税抜き ※消費税抜き

収入が支出に
不足する額
18.8億円

施設の建設に
要する費用
5.5億円

企業債
7.2億円

工事負担金
などの収入
2.8億円

施設の改良に
要する費用
8.3億円

企業債の
償還元金
12.1億円

人件費、
固定資産
購入費、その他
2.9億円

下水道使用料
31.6億円

一般会計負担金
36.2億円

その他の収入
0.2億円

純損失
0.8億円

家庭や工場など
から出る汚水を
処理場へ送る費用
0.8億円

処理場で汚水を
きれいにする費用
11.9億円

下水道管の維持管理、
料金の徴収、
その他の経費
8.6億円

群馬県に支払う
流域下水道管理
運営費の負担金
7.0億円

企業債の
償還利息
18.4億円

減価償却費
など
22.1億円

収入が支出に
不足する額
20.9億円

汚水管などの
建設に要する
費用
14.5億円

雨水管などの
整備に要する
費用
1.2億円

施設の改良に要する
費用
2.4億円

群馬県が行う
流域下水道建設費の負担金
0.7億円

企業債の償還元金
25.6億円

人件費、
固定資産
購入費、その他
2.4億円

企業債
14.0億円

国庫補助金
5.4億円

一般会計負担金
4.0億円

受益者負担金や
工事負担金など
2.5億円
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水
道
事
業
は
財※
１

政
計
画
（
平
成
17
年
度
〜
19

年
度
）
の
２
年
目
の
年
に
当
た
り
ま
し
た
が
、

水
需
要
の
減
少
傾
向
は
依
然
と
し
て
続
い
て
お

り
、
厳
し
い
経
営
環
境
下
で
の
事
業
運
営
と
な

り
ま
し
た
。

　

下
水
道
事
業
は
財
政
計
画
に
基
づ
く
使
用
料

算
定
期
間
（
平
成
18
年
度
〜
20
年
度
）
の
初
年

次
に
当
た
り
ま
し
た
が
、
事
業
財
源
の
確
保
に

努
め
な
が
ら
、
快
適
な
生
活
環
境
の
拡
大
を
図

る
た
め
、
下
水
道
管
の
布
設
整
備
を
着
実
に
進

め
、
社
会
資
本
の
充
実
に
努
め
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
処
理
区
域
内
人
口
は
前
年
度
に

比
べ
１
，
８
０
４
人
増
加
し
、
行
政
区
域
内
人

口
に
対
す
る
普
及
率
は
69
・
２
㌫
と
な
り
、
前

年
度
よ
り
０
・
７
㌫
上
が
り
ま
し
た
。

　

下
水
道
事
業
は
整
備
途
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
多
額
の
事
業
費
が
投
資
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
使
用
料
算
定
の
対
象
と
な
る

減
価
償
却
費
な
ど
の
資
本
費
が
増
加
し
、
損※
２

益

収
支
を
圧
迫
し
て
、
赤
字
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
、
と
て
も
厳
し
い
経
営
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
す
が
、
事
務
事
業
の
見
直

し
に
よ
る
一
層
の
経
費
の
削
減
に
努
め
、
合
併

に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
（
規
模
拡
大
の
効

果
）
を
生
か
し
た
効
率
的
な
事
業
運
営
を
図
り

な
が
ら
、
さ
ら
な
る
経
営
の
合
理
化
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

 

注  

釈

※
１
財
政
計
画
＝
概
ね
３
年
ご
と
に
事
業
の
計

画
を
決
め
、
そ
の
計
画
に
基
づ

き
事
業
を
行
い
ま
す
。

※
２
損
益
収
支
＝
一
定
期
間
の
収
益
と
、
そ
れ

に
対
応
す
る
費
用
の
差
引
き
に

よ
っ
て
、
企
業
経
営
の
経
営
成

績
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

◯･･

決
算
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
総
務
課

☎
８
９
０
│
３
０
１
３
へ
。

平成18年度平成18年度平成18年度
休日の水道局指定工事業者

11/3㈯
下 川 設 備 工 業 ㈱

力丸町234
☎265－0228

杉 山 建 設
鼻毛石町1583-12
☎283－4272

11/4㈰
㈱シモダ設備工業
天川大島町三丁目
☎261－0578

㈲スペースイン田村電機
馬場町

☎283－4463

11/11㈰
タ ナ カ 管 業 ㈲
朝倉町一丁目
☎290－3330

㈲ 小 林 設 備 工 業
堀越町

☎283－3008

11/18㈰
㈲ 寺 本 設 備

南町三丁目
☎221－5011

㈲ 石 橋 工 業
樋越町

☎283－5841

11/23㈮
東 部 設 備 工 業 ㈱

富田町
☎268－1099

㈱ 志 村 工 業
滝窪町

☎283－5370

11/25㈰
東 邦 設 備 工 業 ㈱
天川原町一丁目
☎223－5501

本 橋 産 業 ㈱
茂木町

☎283－8353

12/2㈰
畑 建 設 ㈱

野中町
☎263－4451

石 橋 設 備 工 業 ㈲
苗ヶ島町

☎283－4455

12/9㈰
日 野 備 巧 ㈱

二之宮町
☎268－3549

㈲ 野 口 商 店
柏倉町

☎283－2651

12/16㈰
福 島 工 業 ㈱

総社町高井
☎251－6672

太 田 建 設 ㈱
粕川町女渕
☎285－2046

12/23㈰
㈲ 真 塩 工 業

六供町
☎221－7475

㈱清水建設粕川営業所
粕川町深津
☎285－3467

12/24㈪
㈲ 磯 田 興 業

後閑町
☎265－3309

星 野 建 設 ㈱
粕川町月田
☎285－3530

12/30㈰
㈲ 内 田 設 備 工 業

下細井町
☎233－2739

㈲ 大 澤 設 備 工 業
横沢町

☎283－5123

1/1㈫
大 川 設 備

富田町
☎268－3662

佐 藤 工 業 ㈱
東金丸町

☎283－3727

1/6㈰
㈲ 長 島 工 業 所
岩神町三丁目
☎235－6338

㈲ 石 橋 工 業
樋越町

☎283－5841

1/13㈰
㈲ 目 崎 設 備
高井町一丁目
☎252－2752

㈲ 小 林 設 備 工 業
堀越町

☎283－3008

1/14㈪
㈲ 青 柳 管 工 土 木

東片貝町
☎223－6741

㈱ 志 村 工 業
滝窪町

☎283－5370

1/20㈰
赤 城 管 設 ㈱

小坂子町
☎269-0144

本 橋 産 業 ㈱
茂木町

☎283－8353

1/27㈰
市 川 建 設 ㈱
三俣町三丁目
☎232－1231

石 橋 設 備 工 業 ㈲
苗ヶ島町

☎283－4455

2/3㈰
大 場 工 業 ㈱
高井町一丁目
☎251－3686

㈲ 野 口 商 店
柏倉町

☎283－2651

2/10㈰
鹿 沼 管 工

荒子町
☎268－1504

太 田 建 設 ㈱
粕川町女渕
☎285－2046

2/11㈪
柏 水 工 技 研 ㈱

下沖町
☎232－9297

星 野 建 設 ㈱
粕川町月田
☎285－3530

2/17㈰
㈱ 北 沢 設 備

上佐鳥町
☎265－6340

㈱清水建設粕川営業所
粕川町深津
☎285－3467

2/24㈰
五 代 設 備 工 事 ㈱

下細井町
☎234－5032

㈲ 大 澤 設 備 工 業
横沢町

☎283－5123
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●漏水などの緊急の場合は、夜間・休日も受け付けています。　☎234-5511（代表)

お問い合わせ・ご相談は　連絡先：前橋市水道局 前橋市岩神町三丁目13番15号  
水道料金・下水道使用料や支払い方法について

お客様センター
（委託先：㈱ジーシーシー自治体サービス）

☎890-3300水道の使用量や検針について
水道の使用開始・中止の届け出
道路上の漏水を見つけたとき

水道整備課 ☎890-3033
赤水やにごり、水の出が悪いとき
水道水の水質について 浄水課水質係 ☎231-3075

水道業務課 ☎890-3037

下水道の受益者負担金・分担金について 下水道建設課 ☎890-3063
下水道がつまったとき 下水道管理課 ☎890-3072

家庭内の水道設備については、直接水道局指定の業者へ
（業者が分からない場合は、お問い合わせください）

■水道料金・下水道使用料の納入通知書が変わります
　水道料金・下水道使用料の納入通知書が平成19年12月21日から変わることに伴い、それ以前に発行し
たものは12月21日以降、コンビニエンスストアでの支払いができなくなります。（金融機関、郵便局、
市役所２階及び水道局１階窓口では通常どおりお支払いいただけます。）
　ご迷惑をおかけしますが、12月20日以前の納入通知書でコンビニエンスストアにてお支払いを希望さ
れる方は、納入通知書を再発行いたします。
○…問い合わせはお客様センター☎890－3300へ。

■鉛製給水管取替工事費の一部を助成します
　各家庭内に引き込まれている鉛製給水管（水道管）の取替工事を行う場合、水道局では、取替工事費
用の１／３（上限５万円）を助成します。なお、助成には条件がありますので事前にご相談ください。
○…問い合わせは水道業務課☎890－3043へ。

■水道料金のお支払いは便利な口座振替で
　口座振替の申し込みは市内の各金融機関、水道局、
市役所水道局窓口、大胡・宮城・粕川支所総務課ま
たは検針員へお申し込みください。なお、郵便局で
の利用を希望するお客さまは、郵便局の窓口へ直接
お申し込みください。
　お申し込みの際は、水道番号が記載されている「水
道使用量等のお知らせ」（または領収証書）、預貯金
通帳、届け出印を持参してください。
　口座振替予定日は、検針月の翌月10日です。「水道
使用量等のお知らせ」に口座振替予定日が記載して
ありますので、預貯金残高が不足しないよう、確認
してください。
○…問い合わせはお客様センター☎890－3300へ。

■ご相談ください
　生活が著しく困窮し、支払いが困難な場合、水道料金および下水道使用料が減額されることがあります
（ただし、生活保護法に準じる世帯が対象）。
　手続きには申請書類が必要ですので、ご相談ください。
　このほか、天災などの被害を受け、国などから減免の要請を受けた場合も対象になります。
○…問い合わせは水道業務課☎890－3052へ。

ご用意していただくもの
①水道番号がわかるもの
（水道使用量等のお知らせなど）

②お届けの印鑑

③預・貯金通帳
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